
◇　少年の１日の生活　◇ ◇　交通案内　◇

・電車
　７：００　起床・洗面 　京阪六地蔵、ＪＲ六地蔵駅から京阪宇治交通
　　　　　　清掃 バスにて東御蔵山行き乗車、頼政道バス停下車
　７：３０　朝食 徒歩５分
　　　　　　余暇時間

・自動車
　８：５０　朝礼.運動 　府道２４２号線を東宇治高校前で北方向へ
　９：５０　診察・個別指導 約８０ｍ
　　　　　　行事・講話・検定
　　　　　　午前日課(職業指導、教養
　　　　　　講話など)

１２：００　昼食
　　　　　　余暇時間

１３：００　学習・入浴・院長回診
　　　　　　午後日課(入浴、体育、情
　　　　　　操的活動など)

１７：００　夕食、余暇時間
１８：００　日記・夜間ミーティング・
　　　　　　回診

１９：００　学習
　　　　　　余暇時間

２１：００　就寝

　　　〒　６１１－０００２

　　　京都府宇治市木幡平尾四番地

　　　ＴＥＬ　０７７４－３１－８１０１

　　　ＦＡＸ　０７７４－３８－２０２１



・自己の問題点を理解し、
　基本的生活態度を身に
　付ける。

言など｝
第４種　受刑者在院者課程

・健康管理の仕方を身に付け
第５種　保護観察復帰指導課程Ⅰ、Ⅱ る。

・健全な考え方や責任感を養
う。
｛特定生活指導（薬物等）、
個別指導、情操教育、集会
など｝

・出院後の療養生活や生活設
計を明確にする。
・自律的な生活態度を身に付
ける。
・社会性を身に付け、適切な
対人関係を持つ。
｛生活指導講座、進路指導
社会見学、自主的活動など｝

　　　　　元私立脳病院を法務省が買収する。

　轄の国立の施設です。
　育成するための矯正教育を実施する法務省所
　の問題の改善を図り、心身ともに健康な若者を
　設であるとともに、非行に関わる態度や行動上

◇　沿　　　革　◇

昭和２３年８月

昭和２４年１月
　　　　　「京都少年療護院」として発足する。

昭和２６年４月
　　　　　「京都医療少年院」と改称する。

昭和３７年４月
　　　　　全面改築工事完成、現在に至る。

◇　京都医療少年院とは　◇

 　　　　（１）　身体疾患者
 　　　　（２）　身体障害者
 　　　　（３）　精神疾患者

　医療センターとしての性格をもつ医療専門の施
　　京都医療少年院は、西日本における少年院の 　　主に西日本の家庭裁判所において第３種、第

４種、第５種少年院送致の決定を受けた少年及
び少年院在院中に専門的治療や検査が必要に
なった少年を収容します。
　少年の疾病や問題性に対応させて、次の処遇
課程を設置しています。

◇　対　象　者　◇

 　　　　（４）　精神障害者

第３種　医療措置課程（男子・女子）
　 　　　　心身に著しい障害があり、主として医療措置
 　　　　を必要とする少年

　　　精神科、内科、外科等の各科が連携して、病
　気の治療、健康の回復に努め、特殊な病気や検
　査については、必要に応じて外部医療機関を受
　診します。

１級

（前期、後期）

｛オリエンテーション、面接指
導、保健衛生指導、相談助

３級

・医療を受ける心構えを養う。

２級

　２　矯正教育

◇　特　　　色　◇

　１　医　療


